
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見守りネットワークに登録をした方は、個人の掛金等の負担なく、「個人賠償責任保険」に

自動的に加入となります。上田市が契約者となる個人賠償責任保険に加入することで、登録者

が法律上の損害賠償責任を負った場合※に、費用などが補償されます。なお、保険のみの加入

はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

※ 例）他人にケガを負わせた、他人の財物を壊した、電車等を運行不能にさせた、など 

 

認知機能低下等で行方不明となる心配がある方とそのご家族様へ 

上田市認知症見守りネットワーク登録 

対 象：ご自宅にお住まいで、外出時に行方不明

となる心配のある高齢者等 

目 的：行方不明時の早期発見・保護 

 

個人賠償責任保険事業 

 

① 相談する <下記のいずれか> 

◼ 担当のケアマネジャー 

◼ お住まいの地区を担当する 

地域包括支援センター 

（裏面参照） 

 

② 届け出る <下記のいずれか> 

◼ 上田警察署（生活安全課） 

◼ 最寄りの交番 

 
 

 

 

 
 

 

ご本人・ご家族の安心に

つながります 

 

ためらわず、すぐに 

上田警察署（生活安全課）へ連絡 

0268-22-0110（代表） 

姿が見当たらない！ 

着用していた衣服が捜索の大

きな手掛かりになります。いざと

いう時に伝えられるよう、日頃か

ら意識しておくことが大切です。 

 

 

登録するには 行方不明になったら 

 R8.4 改定 

比 

ご 相 談 ・ お 問 合 せ 先 は 裏 面 を ご 覧 く だ さ い 

 

 
 

       

 

         

事前に登録 

 

 

 情報共有 

 

 

地域包括支援センター 

上田警察署 上田市 



 
≪ご相談は下記のいずれかへ≫ 

●担当のケアマネジャー               

    ●お住まいの地区を担当する地域包括支援センター 
 

地域包括支援センター名 

（住所） 
担当地区 電話 相談時間 

神川地域包括支援センター 

（上田市国分５３３－２０） 

東部地区、神川地区 29-2266 月～金 8:30～17:15 

中央地域包括支援センター 

（上田市中央１－３－３） 

南部地区、中央地区、北部地区 26-7788 月～金 9:00～18:00 

西部地域包括支援センター 

（上田市常磐城 2256-1） 

西部地区、塩尻地区 71-5712 月～金 8:30～17:30 

神科地域包括支援センター 

（上田市住吉３２２） 

神科地区、豊殿地区 27-2881 
月～金 8:30～18:00 

土 8:30～12:30 

塩田地域包括支援センター 

（上田市中野２９－２） 

塩田地区 37-1537 月～金 8:40～17:30 

城下地域包括支援センター 

（上田市御所番外５３－１２２） 

城下地区 

川辺･泉田地区(半過,下之条,川辺町) 
22-2360 月～土 8:30～17:30 

川西地域包括支援センター 

（上田市小泉７６９－３） 

川辺・泉田地区(上記以外) 

川西地区 
26-1172 月～金 8:30～17:15 

真田地域包括支援センター 

（上田市真田町長７１９０） 

真田地区 72-8055 月～金 8:30～17:15 

武石地域包括支援センター 

（上田市下武石７42） 

武石地区 

丸子地区(東内,西内,腰越) 
41-4055 月～金 8:30～17:15 

丸子地域包括支援センター 

（上田市上丸子１６００－１） 

丸子地区(上記以外) 42-0015 月～金 8:30～17:15 

※不在の場合がありますので、来所される際は事前に電話連絡をお願いします。 

≪問合せ先≫  8：30～17：15 （月～金）                     

●上田市役所 高齢者介護課             0268（23）5140（直通） 

●丸子高齢者支援担当（丸子地域自治センター内）   0268（42）0092 

●真田高齢者支援担当（真田地域自治センター内）   0268（72）4700   

●武石高齢者支援担当（武石地域自治センター内）   0268（85）2119         

 

 


